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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 東村山市みどりの基本計画 2021改定の目的          

私たちの住む東村山市は、狭山丘陵を背に柳瀬川、空堀川をはじめ野火止用水などの水

辺空間を有し、点在する樹林地や農地が武蔵野の面影を今に色濃くとどめるみどり豊か

な都市です。 

東村山市では、令和３（2021）年３月に「活きたみどりを 育む・楽しむ 東村山 

―持続可能なみどりのまちづくりを目指して―」を基本理念とした「東村山市みどりの

基本計画 2021」を策定しました。計画に基づき、薬師山緑地の保全や萩山公園・前川公

園等の整備を進めるとともに、多くの人々との協働による公園・緑地の維持管理や自然観

察会等、様々なみどりを活かす取り組みを積極的に実施してきました。 

この「東村山市みどりの基本計画 2021」が、計画期間の折り返しとなる５年目の節目

を迎えることを受け、中間見直しを行いました。中間見直しでは、緑被の状況、公園・緑

地の状況を確認するとともに、施策や目標指標の取組の点検・評価を実施し、今後に向け

た施策整理を行いました。あわせて、わかりやすい表現への変更や時点修正を実施してい

ます。 

また、緑の基本計画の根拠法となる令和６年度の都市緑地法の改正や、東京都の取り組

み、東村山市の上位関連計画と整合したものとなるよう検討を進めて、東村山市みどりの

基本計画 2021（以下、本計画という）を改定しました。 

 

  

春の北山公園 マーク…大好き東村山写真コンクールの応募作品です。写真に添えた説明は本計画に合わせて作成

しました。 

東村山菖蒲まつり（北山公園） 
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２ 計画づくりのキーワード                  

本計画で前提となる考え方やキーワードを解説します。 

（１）みどり 

東村山市では、平成 11 年に「東村山市緑の基本

計画」が策定され、平成 23 年に「東村山市みどり

の基本計画 2011」として改定されています。 

その際に、樹木・草木だけでなく、生態系や環境

等自然の構成要素全体を示す言葉として「みどり」

を定義しました。 

（２）里山 

里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それ

らと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域のことです。農林業などに伴う

様々な人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されてきました。里山は、特有の生きも

のの生息・生育環境として、また、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、文化の

伝承の観点からも重要な地域とされています。 

「東村山市みどりの基本計画 2011」では、里山の概念を広くとらえ、「東村山の原風

景」として、また、「みどりと人と生きものが共生する地域」として里山という言葉を使

っており、本計画においてもそれを踏襲しています。 

（３）「みどり」の多様な機能 ―グリーンインフラの活用― 

グリーンインフラ（GI）とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面にお

いて、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づく

りを進める取り組みのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

樹木・草木＋生態系や環境 

 

みどり 

 

水質浄化 

気温上昇の抑制 

水源涵養 

良好な景観の 

形成 

 

防災・減災 

生きものの生息・ 
生育の場の提供 

農産物の生産 

土壌の創出・保全 
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（４）ＳＤＧｓ 

「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、 2030年までに持続可能でよりよい世界を目指

す国際目標のことです。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰一人

取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。東村山市では、市の最上

位計画である東村山市第５次総合計画において、SDGsの達成への貢献を目指しています。 

ＳＤＧｓの 17のゴール 
 

 目標 1 ［貧困］ 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困

を終わらせる 

  目標 2 ［飢餓］ 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する 

 目標 3 ［保健］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健

康的な生活を確保し、福祉を促進する 

  目標 4 ［教育］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質

の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する 

 
目標 5 ［ジェンダー］ 
ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児のエンパワーメントを
行う 

  目標 6 ［水・衛生］ 
すべての人々の水と衛生の利用可

能性と持続可能な管理を確保する 

 
目標 7 ［エネルギー］ 
すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する 

  目標 8 ［経済成長と雇用］ 
包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間らしい雇用（デ
ィーセント・ワーク）を促進する 

 
目標 9 

［インフラ、産業化、イノベーション］ 
強靭（レジリエント）なインフラ構

築、包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る 

  目標 10 ［不平等］ 
国内及び各国家間の不平等を是正

する 

 目標 11 ［持続可能な都市］ 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する 

  目標 12 ［持続可能な消費と生産］ 
持続可能な消費生産形態を確保する 

 目標 13 ［気候変動］ 
気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる 

  目標 14 ［海洋資源］ 
持続可能な開発のために、海洋・海

洋資源を保全し、持続可能な形で利用
する 

 

目標 15 ［陸上資源］ 
陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の推進、持続可能な森林の経
営、砂漠化への対処ならびに土地の劣
化の阻止・回復及び生物多様性の損失
を阻止する 

  目標 16 ［平和］ 
持続可能な開発のための平和で包

摂的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する 

 目標 17 ［実施手段］ 
持続可能な開発のための実施手段

を強化し、グローバル・パートナーシ
ップを活性化する 

  

…SDGs で定められている 17 のゴールのうち本計画と関連性の高いゴール 
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（５）都市緑地法の改正 ―国の緑の基本方針の実現に向けて― 

平成 29年には、「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行され、民間活力の導入

やみどりとオープンスペースの整備・保全等に関する制度が充実するなど、従来の新たな

公園・緑地等の創出から、既存ストック（既に整備されてきた公園・緑地等）の保全・活

用や維持管理へと方向性を転換しています。これに伴い、都市緑地法に基づき市町村が策

定する「緑の基本計画」についても、都市公園の管理の方針や農地の保全を計画に位置づ

ける等、記載事項が拡充されました。 

また、令和６年には、国による都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的

な方針（緑の基本方針）が示され、全体目標として、将来的な都市のあるべき姿「人と自

然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-being が実感できる緑豊かな都市」が示され

ています。国全体として都市計画区域を有する都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、

そのうち市街地については緑被率が３割以上となることを目指すとともに、都道府県が

定める全ての「緑の広域計画」及び市町村が定める全ての「緑の基本計画」において、３

つの都市「環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市」「人と自然が共生するネイ

チャーポジティブを実現した都市」「Well-being が実感できる水と緑豊かな都市」の実

現に向けた取組及び関連する指標等を位置づけることが示されており、本計画において

も対応を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省ホームページ まちづくり GX（緑地の保全及び緑化の推進） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_daisei_tk_000089.html 
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（６）東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン 

東村山市ではみどりの基本計画をはじめとするみどりを守るための計画に具体性・実

効性を持たせるため、平成 27年度に公共緑地、都市公園、用水、街路樹、学校等の公共

の緑を対象に、それぞれのみどりの特性に応じた植生管理のあり方を「東村山市公共の緑

の植生管理のガイドライン」としてとりまとめています。 

 

植生管理の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伐採により維持する管理 

手をつけずに保存する管理 

〇樹木密度が高く、危険木も多い樹林 

〇生育密度が高いままクヌギが高木化している樹林 

〇常緑樹林への遷移が始まっている樹林 

〇シラカシを中心とした常緑樹林が広がっている樹林 

危険木の除去やアズマネザサを中心とした下層植生の定期的

な草刈りなどの管理が行われており、これを継続します。 

現状維持の管理 

〇樹林密度が適正で林内が明るい樹林 

〇危険木の除去や下草刈りが定期的に行われている樹林 

伐採により本数を減らした上で、維持していくことを基本方

針とします。その際、危険木、落葉や日蔭などの近隣に及ぼ

す影響が大きい樹木を中心に伐採していきます。 

その際に、萌芽更新を促すために下層の低木や草本も伐採し

て林床を明るくします。萌芽更新しない場合は補植します。 

河川沿いや斜面に立地する樹林は、侵食防止の観点、生物多

様性の観点から積極的な伐採や下草刈り等は行わず、手を付

けずに保存します。 
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３ 計画の位置づけ                       

「緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に基づく法定計画です。東村山市では、「東村

山市緑の保護と育成に関する条例」第５条においても計画の策定が位置づけられていま

す。 

計画策定にあたっては広く市民意見の反映に努める必要があり、策定した計画は、公表

するよう努めることとされています。また、本計画は、都市緑地法第３条の２第１項を根

拠とする国の「緑の基本方針」を踏まえて策定するとともに、東京都の施策及び東村山市

総合計画をはじめとする各種計画と整合を図る必要があります。 

東村山市では、平成 23年の改定時に検討した「みどり」の定義を踏まえ、「東村山市

緑の基本計画」から、「東村山市みどりの基本計画」と名称を改めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市みどりの基本計画の位置づけ 

 

  

東村山市都市計画 
マスタープラン  

東村山市創生総合戦略 

東村山市環境基本計画 

東村山市農業振興計画 

等 

東村山市みどりの基本計画 

東村山市総合計画 
（基本構想・基本計画） 

東村山市緑の保護と 

育成に関する条例 

 

緑の基本方針 

国の施策・計画 

東京都の 
施策・計画 

都市緑地法 

 都市における緑地の保全及び緑化の 

推進に関する基本的な方針 
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４ 計画期間                          

計画の期間は、令和３（2021）年度～令和 12（2030）年度の 10年間です。計画見直し

により、計画の後半となる本計画の期間は、令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度の

５年間とします。 

 

５ 計画の策定                         

本計画の策定にあたっては、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づいて設置

される東村山市緑化審議会や、東京都及び庁内関係部署との協議・調整を図りました。 

また、「東村山市みどりの基本計画 2021」策定時に実施した市民公募の委員によるワ

ークショップ、市民意識調査や各種計画策定に係る意向調査結果の分析、緑地保護区域所

有者等の関係者ヒアリングの結果を反映するとともに、パブリックコメントを実施し、市

民や市民団体等の意見を計画に反映し策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民意見の反映 

市民ワークショップ 

各種市民意向調査結果 

パブリックコメント 

ヒアリング 

緑地保護区域所有者等 

市民・市民団体等 

協 議 

東村山市 
庁内調整 

関係所管会議 
調 整 

東京都 
協 議 

東村山市 

緑化審議会 

諮 問 

 

答 申 

 

策定体制 
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６ 計画の構成                         

本計画の構成は、下表のとおりです。 

第１章 

計画の基本的 

な考え方 

１ 東村山市みどりの基本計画 2021改定の目的 
２ 計画づくりのキーワード 
３ 計画の位置づけ 
４ 計画期間 
５ 計画の策定 
６ 計画の構成 

第２章 

東村山市の 

みどりを 

取り巻く状況 

１ 東村山市の概要 

（位置、地形・地質、人口・世帯、土地利用、植生、生物多様性の概要、水辺環境） 

２ 東村山市のみどりの状況 

（緑被の状況・緑地の状況・みどりに関する市民意向） 

第３章 

みどりの課題

と計画の 

方向性 

 

１ 東村山らしいみどりを活かす 
２ 貴重な水辺やみどりの計画的な確保 
３ 生物多様性の保全など、みどりの多様な機能の発揮  
４ 丁寧な維持管理・更新による、みどりの質の向上 
５ 豊かな農地の保全と活用 
６ 特徴的なみどりのまちづくり 
７ 東村山市のみどりのライフスタイルの構築 
８ 多様な主体との連携・協力 
９ 適切な進行管理 

第４章 

計画の理念と 

将来像 

 

１ 計画の基本理念 

活きたみどりを 育む・楽しむ 東村山 
 ―持続可能なみどりのまちづくりを目指して― 

２ みどりの将来像 

 

３ 計画の基本方針 

 
 
 
 
 
 

第５章 

計画実現の 

ための 

施策展開 

 

 

 

 

 

第６章 

重点施策と 

目標指標 

 

 

 

第７章 

計画の実現に 

向けて 

１ 多様な主体との協働 

(１)市民・市民団体との協働 (２)民間事業者との協働 (３)行政の連携 

２ 計画の適切な進行管理 

(１)進行管理の考え方 (２)進行管理スケジュール  

 

重点施策 

目標指標 

重点施策 

目標指標 
 

みどりの姿 ひとの姿 まちの姿 

1 東村山の魅力

となるみどり

を守り・活かそ

う 
 

3 みどりとひと  

のつながりを

深めよう 

2 みどりととも

に暮らすまち・

ライフスタイ

ルをつくろう 
 

１樹林地のみどり 
２農のみどり 
３水辺のみどり 
４生物多様性に配
慮したエコロジ
カルネットワー
ク 

 
 

１みどりに親しみ
つながりを深め
る 

２多様な主体との
協働 

１公園・緑地 
２まちのみどり 
３みどりをつなぐ 
４計画的なみどり
のまちづくり 

５花やみどりのま
ちづくり 

 
 

重点施策 

目標指標 
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北山公園のスイレン 
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図 東村山市の位置 

第２章 東村山市のみどりを取り巻く状況 

東村山市の概要とみどりの状況について整理します。 

１ 東村山市の概要                      

（１）位置 

東村山市は東京都の北西部、北緯 35度 45分、東経 139度 28分に位置し、狭山丘陵を

背に、荒川から多摩川にかけて広がる武蔵野台地のほぼ中央部にあります。清瀬市、東久

留米市、小平市、東大和市、（埼玉県）所沢市に接しており、面積は 17.14km2（東西 5.88km、

南北 5.24km）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地形・地質 

地形は、主に市域の

大半を占める武蔵野段

丘（標高 65～85ｍ）、北

西部に分布する狭山丘

陵（標高 80～100ｍ）か

らなり、その他、中小河

川沿いの低地（標高 60

～80ｍ）が分布してい

ます。 

  

図 東村山市の地質 

資料：国土数値情報より作成 
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図 土地利用現況 

（３）人口・世帯 

令和２年 10月１日時点の国勢調査人口は 151,815人、世帯数は 68,478世帯、１世帯あ

たり人員は 2.22 人です。国勢調査を基準とした人口(推計)は、令和７年 10 月１日時点

で 152,377人、世帯数 71,332世帯、１世帯あたり人員は 2.14人となっており、人口及び

世帯数は、微増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数の推移 

（４）土地利用 

幹線道路沿いに商工業地があり、それ以外は住宅地になっており、北部を中心に農地が

モザイク状に分布しています。 

また、市境周辺に大規模な森林や公園があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和４年度東京都都市整備局多摩部土地利用現況調査より作成 

資料：国勢調査 

R7 は東京都の人口推計（R2 国勢

調査をもとに推計） 

45,815 49,248
54,989 59,048 63,985 64,604

68,478

71,332

134,002 135,112
142,290 144,929

153,557 149,956 151,815 152,377

2.92
2.74

2.59
2.45 2.40 2.32

2.22

2.14

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7

（人）（人,世帯）
世帯数 人口 １世帯あたり人員
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図 現存植生図 

（５）植生 

東村山市の樹林地は、都立狭山緑地（狭山公園）

や都立八国山緑地、せせらぎの郷多摩湖緑地周

辺の地域にまとまって分布しています。これら

は主にコナラ、クヌギなどの雑木林であり、アカ

マツ林が所々に分布します。その他、市内の大部

分にまとまった樹林地は少なくなっていますが、

空堀川や野火止用水沿いなどに小さな雑木林が

点在するほか、所々にシラカシ屋敷林なども見

られます。農地は、果樹園や畑がモザイク状に広

がっています。 

都立小平霊園、都立東村山中央公園、都立狭山

緑地（狭山公園）が「残存・植栽群落等をもった

公園、墓地等」としてまとまった面積があるほか、

北山風致地区や国立療養所多磨全生園、多摩北

部医療センターなどが「緑の多い住宅地」となっ

ています。 

 
 

 

 

 

 

  

資料： 1/25,000植生図 GIS データ（環境省生物多様性センター）より （平成 19 年度調査） 

都立狭山公園のみどり 

市街地に広がる農地（秋津ちろりん村） 
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（６）生物多様性の概要 

市北西部の狭山丘陵は、市街地の中に浮かぶ

「みどりの島」のように残された首都圏を代表

する重要な自然環境です。東京都と埼玉県にま

たがっており、東西約 11km、南北約 4kmという

大規模な樹林と湖が広がっています。今ではあ

まり身近に見ることができなくなったカタクリ

やキンランなどの草花、オオタカやフクロウな

どが生息しており、里山の自然と景観にふれる

ことができます。このようなことから、狭山丘陵

及び狭山丘陵周辺の湿地は、環境省の選定する

「生物多様性保全上重要な里地里山」及び「生物

多様性の観点から重要度の高い湿地」に選定さ

れています。 

東村山市では、狭山丘陵の多くの部分は、都立

狭山緑地（狭山公園）及び都立八国山緑地に指定

されています。都立八国山緑地に隣接する北山

公園では生物調査を実施し、トウキョウダルマ

ガエル等の希少生物の生息・生育が確認されま

した。また、在来種に悪影響を与える外来種も多

く生息していることが判明し、生物多様性の保

全の取り組みのひとつとして、市民協働による

外来種防除の取り組みを実施しています。 

また、東村山市と埼玉県所沢市との境にある

淵の森緑地では、多様な動植物を育む豊かなみ

どりの中を、清らかな柳瀬川が流れています。昔

ながらの自然を残したこの森を散策しながら、

宮崎駿氏は「となりのトトロ」のアイディアを練

ったといわれています。淵の森緑地では、数々の

珍しい野草が自生するほか、オオタカの飛来や、

オハグロトンボ、天然アユの生息も確認されて

います。 

  

北山公園における外来種防除活動 

明るい雑木林に咲くキンラン 

都立狭山公園に飛来するカルガモ 

淵の森緑地 
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図 水系図 

（７）水辺環境 

市内を流れる主な河川等は、３つの河川（柳瀬

川、空堀川、北川）と４つの水路（野火止用水、

前川、出水川、沢の堀）となっています。また、

せせらぎの郷多摩湖緑地など、複数の箇所で湧

水が確認されています。 

これらの水辺環境は、周辺の雑木林など東京

都内では貴重となった空間とともに、住民にと

って潤いをもたらす身近な場所となっています。

こうした状況を反映して、市民による様々な活

動（河川清掃、維持管理、イベント等）が行われ

ています。 

  

住宅地を流れる野火止用水 

資料：環境省 湧水保全ポータルサイト 東京都の代表的な湧水 

東京都都市整備局多摩部土地利用現況調査及び国土地理院地理院タイルを加工して作成 
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２ 東村山市のみどりの状況                                    

東村山市のみどりの状況を把握するため、緑被調査、緑地調査、みどりに関する市民意

向調査の３つの調査を実施しました。 

 

緑被調査は、緑被地を把握するために実施しました。緑被地とは、河川や池などの「水

辺地」のほか、「樹林地」・「草地」・「農地」等、みどりに被われた土地のことです。

令和７年に撮影された航空写真を判読し実施しました。 

緑被地 

樹林地 樹木に覆われている土地 

草地 芝生など草に覆われている土地 

農地 農作物の生産に利用されている土地 

水辺地 河川や池などの水面に覆われている土地 

緑地調査は、公園・緑地を把握するために実施しました。公園・緑地とは、都市公園法

に基づく都市公園や土地利用規制など一定の定義の中で担保された土地のことです。東

村山市では、下表のような区分により、令和７年現在の公園や緑地の状況を把握しました。 

公園・緑地 

施
設
緑
地 

都市公園 
（都市公園法で規定す
るもの） 

都市公園・緑地・緑道 

都市公園以外
の公園 

公共 
施設 
緑地 

公共緑地・公共緑道（市で所有又は管理する緑地緑道） 

児童遊園・仲よし広場・運動場・市民農園・ 

公立学校のグラウンド・公共施設の植栽地 

民間 
施設 
緑地 

民設公園・公団・公社が設置する住宅内の公園 

民間教育施設のグラウンド・社寺境内地 

体験農園・民間トラスト地 

地
域
制
緑
地 

法に基づくもの 
都市計画法・都市緑地法（近郊緑地保全区域・風致地区） 

生産緑地法(生産緑地地区) 

河川法（河川区域） 

条例に基づくもの 
都条例（都歴史環境保全地域・都緑地保全地域） 

市条例（緑地保護区域・保存樹木・特別保存樹木・ 

保存生垣） 

資料：新編緑の基本計画ハンドブック（令和３年改訂版）を参考に作成 

みどりに関する市民意向調査は、市民公募委員によるワークショップの開催や緑地保

護区域所有者へのヒアリング、既存の市民意向調査のみどり関連部分のとりまとめなど

を実施しました。 
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（１）緑被の状況 

緑被地は、緑被面積 415.9ha、緑被率（市全体の面積に占める緑被地の割合）は 24.3%

です。樹林地が 218.0ha、草地が 67.8ha、農地が 130.1haでした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
▲緑被現況図（R7） 

令和７年撮影の航空写真より作成 

◀緑被現況図（R2） 

平成 29 年撮影の航空写真より作成 



 

第２章 東村山市のみどりを取り巻く状況 

19 

令和元年と比較し、およそ 35haが減少、緑被率は２ポイントの減少です。内訳は、樹

林地が 14.8ha、農地が 22.2ha減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑被の樹林地は、上空から樹幹を地面に向かって水平に投影した時にできる陰影の面

積を計上しています。緑被の樹林地は、特に、都市に降り注ぐ日射しを遮り涼しい空間を

作り出します。都市のヒートアイランド現象緩和にも役立つものとして注視していく必

要があります。 

 

 

 

  

緑被の推移 

※抽出の対象とならない緑被地 
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令和７年撮影の航空写真をもとに行った調査では、都立八国山緑地や北山公園のある

諏訪町三丁目、都立狭山緑地（狭山公園）のある多摩湖町二丁目、国立療養所多磨全生園

のある青葉町四丁目が緑被率 50％以上と高くなっています。一方、鉄道沿線の地域では、

緑被率の減少が見られるほか、20％未満となる地域が多くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲町丁目別の緑被状況(R7) 

令和７年撮影の航空写真より作成 

 

◀町丁目別の緑被状況（R2） 

平成 29 年撮影の航空写真より作成 
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（２）緑地の状況 

令和７年３月 31日時点での公園・緑地の面積は、約 344haでした。 

 

①都市公園などのみどり（都市公園・緑地及び都市公園以外の公園・緑地） 

市内には、都立東村山中央公園や都立狭山緑地（狭山公園）など４つの都立の都市公園・緑

地と、北山公園など 19の市立の都市公園・緑地が整備されています。都立東村山中央公

園や都立狭山緑地（狭山公園）、都立八国山緑地は、規模が大きく都市環境の緩和に寄与

するとともに、生きものの生息・生育の場ともなっています。東村山市では、せせらぎの

郷多摩湖緑地や淵の森緑地、薬師山緑地などを取得し、貴重な自然環境の保全を図ってい

ます。 

北山公園は東村山市を代表する公園であり、八国山と連続する雑木林や水田など里山

の自然が市民など多くのひとの手により保全されているほか、花菖蒲をはじめ季節の

花々を楽しむなど、様々な活動に利用されています。その他の都市公園、仲よし広場や児

童遊園、運動場、民設公園である「萩山四季の森公園」なども、市民が気軽に利用できる

憩いの場、レクリエーションの場となっています。 

市内には多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）をはじめとする緑道が各所に整備され、

みどり豊かな都市景観を形成するとともに、健康づくりなどにも利用されています。 

 

②法や条例に基づく地域制緑地 

市内には農地がモザイク状に点在し、その多くは生産緑地地区に決定され、農業生産の

場となるほか、防災協力農地として協定を締結し、防災機能を担っています。また、市民

農園や体験農園など、農業を体験できる場としても活用されています。 

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づいて、野火止用水歴史環境保全

地域、東村山大沼田緑地保全地域、東村山下堀緑地保全地域が指定され、歴史あるみどり

や貴重なみどりの保全が図られています。 

また、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づいて緑地保護区域が指定されて

いますが、相続に伴う売却などにより減少が進むほか、維持管理の難しさなども課題とな

っています。 
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公園緑地現況図 

※一部未供用を含む 
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（３）みどりに関する市民意向 

「東村山市みどりの基本計画 2011」策定時に開催した市民公募委員によるワークショ

ップ、緑地保護区域所有者ヒアリングや既存の市民意向調査のみどり関連部分を以降に

整理しました。 

 

① 市民公募委員によるワークショップ 

令和元（2019）年度～令和２（2020）年度に全９回の会議（内２回は書面による意見収

集）を開催し、みどりの保護や育成に高い意識を持つ市民から、ワークショップの手法を

取り入れながら意見の収集を実施しました。 

開催概要 

 

  

令
和
元
年
度 

第１回 
2019.7.26 

・みどりの基本計画とは 
・本年度の検討予定 

第２回 
2019.9.6 

・みどりの基礎調査中間報告 
・【議論テーマ１】東村山の里山について 

第３回
2019.11.27 

・【議論テーマ２】東村山の農地のあり方について 
・【議論テーマ３】身近な公園や住宅のみどりなど 

市街地のみどりについて 

第４回 
2020.1.21 

・【議論テーマ４】東村山の生物多様性を守ることについて 

第５回 
（新型コロナウィルス
の感染拡大防止のため

中止） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査報告書について 
（書面による意見収集） 

令
和
２
年
度 

第１回 
2020.7.28 

・【議論】東村山市みどりの基本計画基本理念について 

第２回 
2020.10.9 

・【議論テーマ５】市民協働のあり方について 

第３回
2020.11.18 

・東村山市みどりの基本計画素案について 

第４回 
（新型コロナウィルス
の感染拡大防止のため

中止） 

・東村山市みどりの基本計画素案について 
（書面による意見収集） 

ワークショップの様子 




